
※人口及び世帯数は令和8年1月1日現在の数

２．計画期間 令和８年４月１日～令和９年３月３１日

単位：トン

処理内容

保管･運搬

搬入処理施設

140.0不燃系粗大残渣

焼却･再資源化･
埋立

委託業者･
廃棄物処理業者

破砕･選別･
保管

破砕･選別･
保管

145.0 じん芥処理場

再資源化･埋立

選別･埋立

焼却

破砕･保管

廃棄物処理業者

再資源化

焼却･再資源化･
埋立

保管･運搬

焼却

3,700.0

軽井沢町全域

156.03ｋ㎡

３．一般廃棄物の発生見込数量及び処理計画

数　量

委託業者･
廃棄物処理業者

佐久平クリーンセン
ター･委託業者･廃棄

物処理業者
不燃ごみ 265.0

令和８年度　軽井沢町一般廃棄物処理実施計画書

　本実施計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条第１項及び軽井沢町廃棄物の処理

及び清掃に関する条例第２条により、ごみ処理計画の長期的方針である「軽井沢町一般廃棄物

処理基本計画」の実施に必要な年間計画について定める。

計画処理人口

軽井沢町全域

21,812人

計画処理世帯数

軽井沢町全域

11,291世帯

１．計画処理区域の状況

計画処理区域

事業系可燃ごみ
上段：直接搬入
下段：委託収集

カレット類

可燃系粗大残渣

佐久平クリーン
センター･

廃棄物処理業者

中間処理・最終処分等を委託

する事業者等

佐久平クリーン
センター･

廃棄物処理業者

廃棄物処理業者

ごみの種類

家庭系可燃ごみ
上段：直接搬入
下段：定期収集

可燃ごみ

5,300.0

処理内容

焼却･再資源化･
埋立

じん芥処理場

佐久平クリーン
センター･

廃棄物処理業者

じん芥処理場

佐久平クリーン
センター･

廃棄物処理業者

選別･埋立

じん芥処理場

じん芥処理場

※ 可燃系粗大破砕残渣は、１㎥あたり90kg換算で総重量を算出

※
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12,807.0

3.0 保管蛍光管

250.0 選別･保管

選別･保管 再資源化

7.0 保管

10.0 保管

再資源化

処理困難物

90.0 選別･圧縮･保管

170.0 選別･圧縮･保管

850.0 選別

60.0 選別･保管

再資源化2.0 選別･運搬

95.0

135.0 選別･保管

再資源化

選別･保管

1.0

1,051.0

廃食用油

再資源化

再資源化

堆肥化

再資源化

再資源化

285.0 選別･保管

39.0 選別･圧縮･保管

40.0 選別･圧縮･保管

再資源化

再資源化

590.0

220.0 選別･圧縮･保管

再資源化

選別・
再資源化

選別･埋立

選別･埋立

再資源化

選別･圧縮･保管

選別･圧縮･保管

選別･保管

容器包装プラスチック

発泡スチロール

布類

再資源化

再資源化

再資源化

再資源化

70.0

300.0

再資源化

数　量

2,994.0

浅麓汚泥再生
処理センター

じん芥処理場

じん芥処理場

じん芥処理場

じん芥処理場

じん芥処理場

じん芥処理場

じん芥処理場

じん芥処理場

じん芥処理場

じん芥処理場

合計

10.0 選別･保管

破砕鉄・破砕金属

ペットボトル

じん芥処理場

じん芥処理場

220.0 選別･保管

400.0

じん芥処理場

じん芥処理場

じん芥処理場

じん芥処理場

じん芥処理場

じん芥処理場 委託業者

再商品化事業者

再商品化事業者

委託業者・
廃棄物処理業者

委託業者・
廃棄物処理業者

委託業者

再商品化事業者

再商品化事業者

浅麓汚泥再生
処理センター

再商品化事業者

日本容器包装
　リサイクル協会

日本容器包装
　リサイクル協会

日本容器包装
　リサイクル協会

再商品化事業者

再商品化事業者

再商品化事業者

再商品化事業者

搬入処理施設 中間処理後最終処理等を委託

処理内容処理内容

再商品化事業者

再商品化事業者

日本容器包装
　リサイクル協会

日本容器包装
　リサイクル協会

ごみの種類

資源物

カン類

スチール缶

アルミ缶

する事業者等

79.0

じん芥処理場

じん芥処理場

茶色ビン

その他ビン

古紙類

新聞紙

雑誌

段ボール

紙製容器包装

シュレッダーごみ

機密性のないコピー用紙

乾電池

生ごみ（事業系）

ビン類

無色ビン
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４．収集・運搬計画　　　　

（１）家庭系一般廃棄物

①定期収集（地区ごとの収集日時は別紙「ごみ収集日一覧表」のとおりとする）

②拠点回収

③直接搬入

④集団回収

委託業者
種類ごとに分別して指定

袋に入れ、集積所へ

種類ごとにまとめ、
指定場所へ

じん芥処理場

じん芥処理場

資
源
物

収集運搬を行う者

委託業者

委託業者

委託業者

回　収　場　所
排　出　方　法

ペットボトル等の容器に入
れ回収場所へ

指定袋に入れ、じん芥処理場
へ直接搬入

〇

小型充電式電池
(リチウムイオン電池等)

じん芥処理場

　資源回収登録団体（区、ＰＴＡ等の団体）にて資源庫を設置し回収を行う。（現在14団体)

　なお、一般廃棄物で排出者が直接搬入できないものについては、排出者から一般廃棄物収集運搬

業許可業者へ回収を依頼すること。

　一般廃棄物を、排出者が直接じん芥処理場へ搬入する。

木もれ陽の里

×

区　　分

廃食用油

じん芥処理場

じん芥処理場

じん芥処理場

じん芥処理場

じん芥処理場

〇

町役場環境課

〇

委託業者

排出方法及び収集運搬方法

指定袋に入れ、集積所へ

指定袋に入れ、集積所へ

集積所設置の専用ネットへ

指定袋に入れ、集積所へ

×

搬　入　先

佐久平クリーンセンター

じん芥処理場

じん芥処理場

ビン

古紙類

委託業者

委託業者

委託業者

委託業者

再商品化事業者

　指定袋に入れ、
指定場所へ（月１回）

種類ごとに分別して指定
袋に入れ、集積所へ

専用ステッカーを貼り
指定場所へ（月１回）

種類ごとに分別して指定袋に
入れ、指定場所へ（月１回）

〇

布類

その他不燃ごみ

粗大ごみ

乾電池、蛍光管

区　　分

可燃ごみ

容器包装プラスチッ
ク・発泡スチロール

ペットボトル

カン
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（２）事業系一般廃棄物

不燃ごみ

許可業者

排出者

可燃ごみ

排出者

排出者または
許可業者

許可業者

生ごみ

許可業者

区　　分 収集運搬を行う者

古紙

運搬を委託する場合は、一般廃棄物収集運搬業の許可を得た業者に委託する。

排出及び収集運搬方法

排出者

【粗大ごみ・大量持ち込み者】
分別後、直接搬入し処理手数料を
支払い

許可業者へ依頼じん芥処理場

浅麓汚泥再生処理センター

再商品化事業者

搬　入　先

じん芥処理場

じん芥処理場

佐久平クリーンセンター

じん芥処理場

じん芥処理場

じん芥処理場
（可燃ごみとして）

じん芥処理場

分別後、ポリバケツ等に入れ搬入
※排出者が直接搬入する場合は事前
　に登録が必要

分別後、指定袋に入れ直接搬入
（生ごみ処理機などで減量化をした
ものに限る）

分別後、指定袋に入れ直接搬入

分別後、指定袋に入れ許可業者へ依頼

分別後、指定袋に入れ許可業者へ依頼

分別後指定袋に入れ直接搬入

紙ひもで束ねるか紙袋に入れる

許可業者または再商品化事業者へ依頼

紙ひもで束ねるか紙袋に入れる

　町役場環境課へ事業系ごみ袋購入申請を行い、購入した指定袋（特大）を用い、下記方法で排出

する。多量排出事業者（１日平均１０キログラム以上の一般廃棄物を排出する事業者）は収集運搬

を町の一般廃棄物処理業許可業者へ依頼する。（下記色付き背景の方法とする）
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（３）特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）対象品目

（４）資源有効利用法で定められたパソコン

【方法２】排出者が直接指定引取り場所へ持ち込む

対象品目

指定引取場所

【方法１】小売店または収集運搬許可業者に依頼する

デスクトップパソコン本体・ノートパソコン・ディスプレイ対象品目

排出するパソコンの各メーカー
※リサイクルマークのない場合は料金を支払う

中身を使い切っていないライター 中身を使い切り、不燃ごみとして排出する

小柳産業(株)東御倉庫 東御市祢津字砂田1184-3

テレビ、電気冷蔵庫・電気冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコン

〇収集運搬許可業者へ依頼

ヤマダ電機　テックランド軽井沢店

軽井沢町大字長倉3644-2

軽井沢町中軽井沢17-9

軽井沢町大字長倉1879-2

一般廃棄物収集運搬許可業者へ相談する
※花火やマッチ等少量のものについては、水に浸してから
可燃ごみとして排出する

　一般廃棄物のうち、以下のものについては危険物として町では処理を行わない。排出者において

下記の方法により処分する。

【方法】排出者が直接パソコンメーカーに回収申し込みをする

（５）危険物

回収依頼先

対象品目

小売協力店
佐藤テレビ店

ユキ電化

処分方法品目

×

〇

火薬類

テレビ、電気冷蔵庫・電気冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコン

軽井沢町中軽井沢5-1株式会社軽井沢テレビサービス

　資源有効利用法で定められたパソコンについては、リサイクル料金が必要となり町では処理を

　家電リサイクル法で定められた家電４品目については、リサイクル料金が必要となり町では処理

を行わない。排出者において、下記の２つの方法により処分する。

出張回収

〇

×

行わない。排出者において、下記の方法により処分する。
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（７）その他の一般廃棄物

区　　分

運搬が可能であることから収集運搬業については、新規の許可を行わないこととする。

不法投棄物

し尿（浄化槽
汚泥を含む）

　軽井沢町内より排出される一般廃棄物は、現状で許可を受けている業者において、十分な収集

（８）産業廃棄物

犬猫動物死骸

（９）一般廃棄物収集運搬業許可について

野生鳥獣死骸

　産業廃棄物の一切について処分は行わない。

公道上で発生したもの、

駆除されたものを各自
にて回収

収集運搬を行う者

浅麓汚泥再生処理センター

搬　入　先

佐久平クリーンセンター
※軽井沢町回収のみ取扱い

イーステージ(株)

・じん芥処理場
・委託業者

公道上で発生したもの
を各管理者にて回収

排出及び収集運搬方法

中身を出し、資源物として排出

販売店または一般廃棄物収集運搬許可業者へ相談する

自動車部品（タイヤ・ホイール・廃
オイル・バッテリーなど）

土砂・石・農薬

中身が入っている缶やびん

直接搬入又は許可業者へ
依頼

許可業者へ依頼

･佐久建設事務所北部事務所
･軽井沢町
･長野国道事務所上田出張所

・軽井沢町直営
・猟友会
・イーステージ(株)

・軽井沢町直営
・土地所有者
・利害関係者

許可業者

ボタン電池

消火器リサイクルシステム取扱い窓口(消火器販売店)へ
引き取りを依頼する

取扱い窓口に相談する
※カセットボンベは中身を使い切り、資源物(缶)として排出

二輪車リサイクルシステム取扱い窓口(二輪車販売店)へ
引き取りを依頼する

販売店または一般廃棄物収集運搬許可業者へ相談する

品目

消火器

プロパンガスのボンベ

オートバイ

処分方法

（６）処理困難物

　一般廃棄物のうち、以下のものについては町の一般廃棄物処理施設での処分は行わない。

6 / 7 ページ



軽井沢町一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧

イー・ステージ　株式会社

6

5

10

12

8

7

3

16

13

14

9

15

11

4

1

2

番号

株式会社　柳沢土木 軽井沢町大字発地２８９８

有限会社　ＭＩＤＡＳ 軽井沢町大字軽井沢３５４－１４

軽井沢町大字長倉９５７－２９

軽井沢町大字長倉５２１２－８

佐久市御馬寄１１３２

合同会社　ＢＯＬＴ－Ｓ

株式会社　平元商店 佐久市臼田１０９４－１

小諸市菱平１３４７－１２

佐久市大字中込２５９８

群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢１３５３－４８０有限会社　北軽井沢高原牧場

直富商事　株式会社 長野市大字大豆島３３９７－６

東御市新張２０８７

上田市材木町２丁目１２－１０

軽井沢町長倉２３６３－１

株式会社　光和建設

公益社団法人 小諸北佐久シルバー人材センター

松本市波田２０１９

小諸市大字平原３０９－１

長野市大字大豆島５３０７－２

小柳産業　株式会社

株式会社　サイトー

株式会社　あずさ環境保全

株式会社　井上産業

有限会社　エムエス工業

有限会社　エンジニアリングウッド

株式会社　軽井沢衛生企業

所　　在　　地業 　 者　  名
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